
※様式は札幌市HPをご参照ください。

※フローチャートに当てはまらない場合は、担当者へご相談ください。

業務管理体制届に係るフローチャート

今回、事業者として確
認（利用定員の設定）
を受けるのは・・・

札幌市以外の市町村
で同時に確認を・・・

既に確認を受けてい
る市町村は・・・

札幌市へ業務管理体
制届出書をご提出く
ださい。

確認を受ける市町村
は・・・

子ども家庭庁へ業務管理

体制届出書をご提出し、そ

の写しを札幌市へご提出く

ださい。

北海道へ業務管理体制届

出書をご提出し、その写し

を札幌市へご提出ください。

初めてではない

受ける

届出済みの市町村と北海

道へ変更の届出書をご提

出し、その写しを札幌市へ

ご提出ください。

届出済みの自治体と子ど

も家庭庁へ変更の届出書

をご提出し、その写しを札

幌市へご提出ください。

手続きは原則不要で

す。（法人が管理する事業所
の数が20又は100を超える場

合は届出が必要）

受けない 札幌市のみ

初めて道内複数市町村にまたがる

設置となる（他都府県は設置無し）

札幌市以外もある

初めて

今回、確認を受ける
にあたり・・・

初めて複数の都道府県に

またがる設置となる
道内他市町村のみ 他都府県もある


